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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】死角部分を通過しようとする際に、運転者に危
険を感じさせることなく適度に車速を減速できるように
する。
【解決手段】車外カメラによって自車両Ｖの前方の道路
脇に死角構築部２１（死角部分）が検出されたときは、
死角部分の位置（仮想衝突点Ｃ）で停止すると想定した
ときの必要減速度ａが算出される。必要減速度ａあらか
じめ設定された所定のしきい値ａthres以下となるよう
に指定車速が設定されて、この指定車速でもって死角部
分に向けての走行が行われる。必要減速度ａが所定のし
きい値ａthresよりも大きいときは、あらかじめ警告を
行うのが好ましく、また死角部分での自車両の目標位置
を、走行車線１１の幅方向において死角部分から離れる
方向に設定することもできる。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自車両前方の道路脇に死角部分が存在することを検出する死角検出手段と、
　前記死角検出手段により死角部分が検出されたときに、該死角部分の位置で停止すると
想定したときの必要減速度があらかじめ設定された所定のしきい値以下となるように、該
死角部分に向けて走行する際の指定車速を設定する設定手段と、
　前記設定手段によって設定された前記指定車速でもって前記死角部分に向けての走行を
行うように制御する走行制御手段と、
を備えていることを特徴とする運転支援装置。
【請求項２】
請求項１において、
　前記必要減速度が前記所定のしきい値を超えるときに、警報を行う警報手段をさらに備
えている、ことを特徴とする運転支援装置。
【請求項３】
請求項１または請求項２において、
　前記設定手段は、前記想定減速度が前記所定のしきい値を超えるときは、さらに、現在
の走行経路でもって前記死角部分を通過すると予測される自車両位置よりも該死角部分か
ら離れる方向の位置に指定自車両位置を設定し、
　前記走行制御手段は、自車両が前記指定自車両位置に向けて走行するように制御する、
ことを特徴とする運転支援装置。
【請求項４】
請求項１ないし請求項３のいずれか１項において、
　運転者状態を検出する運転者状態検出手段と、
　前記運転者状態検出手段により検出される運転者状態に基づいて、前記所定値を補正す
る補正手段と、
をさらに備えていることを特徴とする運転支援装置。
【請求項５】
請求項４において、
　前記運転者状態検出手段が、前記死角部分を通過する前後での運転者状態の変化を検出
するようにされている、ことを特徴とする運転支援装置。
【請求項６】
請求項１ないし請求項５のいずれか１項において、
　前記死角部分から自車両が走行している走行車線へ向けて歩行者が歩行速度Ｖobsで進
入することを想定したとき、該死角部分から該走行車線への歩行者の飛び出し位置までの
距離をＤ、自車両の現在の車速をＶvehとしたとき、歩行者との衝突回避に要求される前
記必要減速度が歩行速度Ｖobsと現在の車速Ｖvehと距離Ｄとに基づいて算出され、
　前記必要減速度が前記所定値よりも大きいときには、前記指定車速が前記現在の車速Ｖ
vehよりも小さくなるように設定される、ことを特徴とする運転支援装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、運転支援装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　最近の車両では、運転支援のために、追従式の定速走行制御、自動ブレーキ制御、自動
操舵制御、車線維持制御等を行う車両が増加する傾向にあり、車速や操舵を完全に自動で
行う自動運転制御を行うことも実用化されつつある。特許文献１には、外部環境と自車両
の走行状態とに応じて前方障害物を回避するための回避動作を推定して、この推定された
回避動作となるように車両を自動制御するものが開示されている。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】ＷＯ２００６／０７０８６５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、道路脇には、高い塀等によって死角となる死角部分が存在することが多い。
この死角部分を通過しようとする車両の運転者にあっては、死角部分からの歩行者等の移
動体の飛び出しが想定されることから、運転者は、危険感や緊張感をいだきつつ車速を低
下させた状態で死角部分を通過する等の安全運転に気をつかうことになる。
【０００５】
　上述した観点から、自動運転等、車速を自動制御した状態で死角部分を通過させる場合
には、死角部分の手前位置であらかじめ車速を低下させるのが好ましいものとなる。しか
しながら、死角部分手前で行われる車速低下のための減速度（車両の減速度）が大き過ぎ
ると、この減速によって運転者に対して不必要に危険を感じさせてしまうことになる。
【０００６】
　本発明は以上のような事情を勘案してなされたもので、その目的は、死角部分に向けて
走行する際に、運転者に危険を感じさせることなく適度に車速を減速できるようにした運
転支援装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　前記目的を達成するため、本発明にあっては次のような解決手法を採択してある。すな
わち、請求項１に記載のように、
　自車両前方の道路脇に死角部分が存在することを検出する死角検出手段と、
　前記死角検出手段により死角部分が検出されたときに、該死角部分の位置で停止すると
想定したときの必要減速度があらかじめ設定された所定のしきい値以下となるように、該
死角部分に向けて走行する際の指定車速を設定する設定手段と、
　前記設定手段によって設定された前記指定車速でもって前記死角部分に向けての走行を
行うように制御する走行制御手段と、
を備えているようにしてある。
【０００８】
　上記解決手法によれば、死角部分から歩行者等の移動体が飛び出してくるのを想定した
ときに、移動体との衝突回避のために必要な必要減速度が所定のしきい値以下となるよう
にあらかじめ車速を低下させるので、運転者に対して危険感を感じさせることなく、死角
部分へ向けての走行を行う上で好ましいものとなる。
【０００９】
　前記必要減速度が前記所定のしきい値を超えるときに、警報を行う警報手段をさらに備
えている、ようにしてある（請求項２対応）。この場合、大きな減速度が生じることを警
報によって運転者に報知することにより、運転者が危険を感じてしまう事態を低減する上
で好ましいものとなる。
【００１０】
　前記設定手段は、前記想定減速度が前記所定のしきい値を超えるときは、さらに、現在
の走行経路でもって前記死角部分を通過すると予測される自車両位置よりも該死角部分か
ら離れる方向の位置に指定自車両位置を設定し、
　前記走行制御手段は、自車両が前記指定自車両位置に向けて走行するように制御する、
ようにしてある（請求項３対応）。この場合、衝突回避をより確実に行えるようにしつつ
、必要減速度を極力小さくする上で好ましいものとなる。
【００１１】
　運転者状態を検出する運転者状態検出手段と、
　前記運転者状態検出手段により検出される運転者状態に基づいて、前記所定値を補正す
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る補正手段と、
ようにしてある（請求項４対応）。この場合、所定のしきい値を個々の運転者に応じて適
切な大きさに設定して、請求項１に対応した効果をより十分に得る上で好ましいものとな
る。
【００１２】
　前記運転者状態検出手段が、前記死角部分を通過する前後での運転者状態の変化を検出
するようにされている、ようにしてある（請求項５対応）。この場合、死角部分を通過す
ることに対応した運転者状態の変化を精度よく検出して、請求項４に対応した効果をより
十分に発揮させる上で好ましいものとなる。
【００１３】
　前記死角部分から自車両が走行している走行車線へ向けて歩行者が歩行速度Ｖobsで進
入することを想定したとき、該死角部分から該走行車線への歩行者の飛び出し位置までの
距離をＤ、自車両の現在の車速をＶvehとしたとき、歩行者との衝突回避に要求される前
記必要減速度ａが歩行速度Ｖobsと現在の車速Ｖvehと距離Ｄとに基づいて算出され、
　前記必要減速度ａが前記所定値よりも大きいときには、前記指定車速が前記現在の車速
Ｖvehよりも小さくなるように設定される、ようにしてある（請求項６対応）。この場合
、歩行者の飛び出しを想定して、請求項１に対応した効果を得ることができる。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、死角部分に向けて走行する際に、運転者に危険を感じさせることなく
適度に車速を減速できる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の制御系統例をブロック図的に示す図。
【図２】死角部分からの歩行者の飛び出しに関連した必要減速度を説明するための図。
【図３】必要減速度と運転者の緊張状態との関係を示す図。
【図４】本発明の制御例を示すフローチャート。
【図５】本発明の制御例を示すフローチャート。
【図６】本発明の制御例を示すフローチャート。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　本発明の制御系統例を示す図１において、Ｕはマイクロコンピュータを利用して構成さ
れたコントローラ（制御ユニット）である。このコントローラＵには、各種センサあるい
は機器類Ｓ１～Ｓ６からの信号が入力される。Ｓ１は、ナビゲーション装置であり、自車
両が走行している道路の種類や自車両位置を検出するものとなっている。Ｓ２は、車速を
検出する車速センサである。Ｓ３は、自車両前方の状況を撮像する車外カメラであり、自
車両前方の障害物特に死角部分の検出や、衝突の可能性のある障害物（例えば歩行者等）
を検出する他、特に自車両が走行している走行車線を規制する左右の白線位置を検出する
ものとなっている（自動運転や車線維持制御用）。Ｓ４は、ステアリングハンドルに設け
られて、運転者の皮膚抵抗を検出する抵抗センサであり、運転者の緊張に伴う発汗に応じ
て変化される皮膚抵抗を検出するものとなっている。Ｓ５は、車室内を撮像する車内カメ
ラであり、特に、運転者の表情（顔）や瞳孔の状態を検出して、運転者の緊張感、不快感
、不安感の度合い（レベル）を検出するためのものである（運転者状態検出手段）。Ｓ６
は、自車両前方の死角部分や前方障害物等までの距離を検出するレーダである。なお、運
転者の緊張度合い等の検出は、心拍を検出することにより行う等、適宜の手法によりなし
得る。
【００１７】
　コントローラＵは、スロットルアクチュエータＳ１１（加速、減速、車速維持という車
速制御用）、ブレーキアクチュエータＳ１２（減速や停止の制御用）、パワーステアリン
グ装置Ｓ１３（操舵制御用）を制御する。なお、実施形態では、自車両は、自動運転を行
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う車両とされて、設定された目的地までの走行経路の自動生成と、自動ブレーキ制御と、
自動車速制御と、自動操舵制御とを行うようになっている。コントローラＵは、さらに、
警報器Ｓ１４を制御して、大きな減速を行うことを運転者に警告するために、例えば音声
による警告や、ヘッドアップディスプレイ等を利用した警報表示を行うようになっている
。
【００１８】
　次に、図２を参照しつつ、本発明の制御内容について説明する。まず、１１は、自車両
Ｖが走行している走行車線であり、その左右の境界線（白線）が符号１１ａ、１１ｂで示
される。なお、走行車線１１は、左側通行用とされている。自車両Ｖの前方位置において
、走行車線１１のすぐ脇（境界線１１ａのすぐそば）には、例えば高い塀からなる死角構
築部２１が存在して、この死角構築部２１の後方側が自車両Ｖからの死角部分となってい
る。
【００１９】
　死角構築部２１の後方側にいる移動体としての歩行者Ｈが、歩行速度Ｖobsでもって走
行車線１１を横断するように走行車線１１に飛び出してきて、自車両Ｖと衝突すると想定
される仮想衝突点が符号Ｃで示される。死角構築部２１の位置する境界線１１ａから仮想
衝突点Ｃまでの距離がＤとして示される。また、自車両Ｖから仮想衝突点Ｃまでの距離が
Ｌで示される。
【００２０】
　次に、自車両Ｖが仮想衝突点Ｃの位置で停止するときに必要な必要減速度について説明
する。まず、歩行者Ｈが、歩行速度Ｖobsでもって距離Ｄ分だけ歩行するのに要する時間
をＴｃとすると、次式（１）が成立する。
【００２１】
【数１】

【００２２】
　また、上記時間Ｔｃの間に、自車両Ｖが仮想衝突点Ｃに到達するまでの距離Ｌは、次式
（２）で示される。
【００２３】
【数２】

【００２４】
　上記式（１）、式（２）とから、次式（３）が得られる。
【００２５】
【数３】

【００２６】
　自車両Ｖの制動限界距離Ｌlimitは、自車両Ｖの減速度をａとすると、次式（４）で示
される。
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【００２７】
【数４】

【００２８】
　Ｌlimi≦Ｌであれば、自車両Ｖと歩行者Ｈとが仮想衝突点Ｃにおいて衝突しないので、
式（３）、式（４）から、衝突回避に必要な減速度ａが次式（５）を満足する大きさであ
ればよいことになる。そして、式（５）を満足する減速度ａが、必要減速度ａとなる。
【００２９】
【数５】

【００３０】
　次に、ドライビングシミュレータを用いて、車両の減速度が運転者に与える影響につい
ての実験結果について説明する。ドライビングシミュレータでは、その表示画面に自車両
の前方状況が示される。そして、表示画面中の前方状況として、自車両の前方に存在する
死角部分から、自車両の走行車線を横断するように被験者が飛び出る状況が表示される（
図２のような状況の擬似的再現）。このような状況において、飛び出してきた歩行者との
衝突回避のために車両を減速させると共に減速度を種々変更して、被験者に与える心理的
影響を測定した。この心理的影響としては、ステアリングハンドルに設けた抵抗センサを
利用して被験者の発汗量を測定することにより、運転者の危険感知度合い（あるいは緊張
度合い）を測定するものとした。
【００３１】
　図３は、上記被験者の発汗量と車両減速度との関係をまとめたものである。この図３か
ら明かなように、減速度（前述した必要減速度ａ対応）が３ｍ／ｓ2 強以下であれば、危
険を感じないと判断することができる。すなわち、必要減速度ａを３ｍ／ｓ2 に設定する
ことにより、例えば自動運転の際に車両が減速しても、運転者は危険を感じないですむこ
とになる。
【００３２】
　以上のことから、前方に死角部分が存在するときは、必要減速度ａが３ｍ／ｓ2 以下と
なる減速を行いつつ車速を低下させた状態で、死角部分を通過させればよいことになる。
つまり、所定のしきい値としての後述する必要減速度用のしきい値ａthres として、上記
３ｍ／ｓ2   を設定すればよいことになる。
【００３３】
　次に、図４に示すフローチャートを参照しつつ、前述した死角部分を通過しようとする
際のコントローラＵによる制御例について説明する。なお、以下の設定でＱはステップを
示す。また、制御例では、走行経路の設定を含む自動運転を行う場合を前提としてある。
【００３４】
　まず、Ｑ１において、各種センサあるいは機器類Ｓ１～Ｓ６からの信号が入力される。
Ｑ２では、既知の適宜の手法によって、自車両Ｖの走行経路（通過する走行車線１１の選
定や走行車線１１上での自車両位置や車速）が生成されて、この生成された走行経路に沿
って自動運転が行われる。
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【００３５】
　Ｑ３では、車外カメラＳ３によって、死角部分（例えば図２における死角構築部２１）
が検出されたか否かが判別される。このＱ３の判別でＮＯのときは、そのままリターンさ
れる。Ｑ３の判別でＹＥＳのときは、Ｑ４において、Ｑ２で生成された走行経路でもって
走行した際に、死角部分で停止するのに必要な必要減速度ａが算出される。なお、必要減
速度ａの算出に際しては、死角部分から通常の歩行速度（例えば４ｋｍ／ｈで、図２にお
けるＶobs対応）でもって走行車線を横断するように歩行者が飛び出してくる場合が想定
したものとされる。また、図２における仮想衝突点Ｃは、走行経路上の横方向中間位置（
例えば図２において、自車両Ｖが走行している走行車線１１の横方向中間位置）とされ、
距離Ｄはこれに応じて決定される。
【００３６】
　Ｑ４の後、Ｑ５において、算出された必要減速度ａが、前述したしきい値ａthresより
も大きいか否かが判別される。このＱ５の判別でＮＯのときは、そのままリターンされる
。
【００３７】
　上記Ｑ５の判別でＹＥＳのときは、Ｑ６において、警報器Ｓ１４が作動されて、運転者
に対して警告が与えられる。この後、Ｑ７において、必要減速度ａがしきい値ａthres以
下となるように、車速の修正（減速）や、自車両Ｖが走行する位置の修正（例えば図２に
おいて境界線１１ｂ側に片寄った位置や、その隣の走行車線を通過するように位置修正）
が行われる。
【００３８】
　図５は、しきい値ａthresを、個々の運転者にとってより好ましい大きさとなるように
補正するようにした例が示される。すなわち、どの程度の減速度であれば危険を感じるの
かは、運転者毎に微妙に相違するので、この点を勘案して、個々の運転者にとって適正な
大きさのしきい値ａthresを得るための処理となっている。この図５に示す制御は、図４
に示す制御に対して並列処理としてもよく、あるいは図４におけるＱ８の後の処理として
行うことができる。
【００３９】
　先ず、Ｑ１１において死角部分が検出されると、Ｑ１２において、死角部分を通過した
際の運転者の発汗量が計測される（例えばステアリングハンドルに設けた抵抗センサＳ４
の利用）。この後、発汗量に応じて、しきい値ａthresが補正（学習補正）される。すな
わち、発汗量が増大したときは、しきい値ａthresを所定分だけ小さくなるように補正し
、発汗量が増大しないときは、しきい値ａthresを所定分だけ大きくなるように補正する
。このような補正によって、しきい値ａthresが、死角部分を通過した際に発汗量が増大
しない（危険を感じない）範囲でもって大きい値に設定されて、個々の運転者に対応した
大きさに設定されることになる。
【００４０】
　図６は、しきい値ａthresの補正を、抵抗センサＳ４のようなセンサを別途用いないで
行うようにした場合の例を示す。すなわち、Ｑ２１において死角部分が検出されると、Ｑ
１２において、必要減速度ａが算出される。この後、Ｑ３において、一定量以上の必要減
速度ａのデータが蓄積されたか否かが判別される。当初は、Ｑ２３の判別でＮＯとなり、
このときは、Ｑ２４において、必要減速度ａが蓄積（記憶）される。Ｑ２４で蓄積された
必要減速度ａのデータが増大するのに伴って、やがて、Ｑ２３の判別でＹＥＳのとなる。
このときは、Ｑ２５のいて、Ｑ２４に蓄積されている一定量のデータに基づいて、しきい
値ａthresが決定される。このＱ２５でのしきい値ａthresの決定は、例えば、蓄積された
データの平均値とすることができる。
【００４１】
　以上実施形態について説明したが、本発明は、実施形態に限定されるものではなく、特
許請求の範囲の記載された範囲において適宜の変更が可能である。死角部分を通過すると
きの車速について、下限車速を設定してもよい。この下限車速は、例えば道路の種類に応
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じて変更することもできる。例えば高速道路や自動車専用道路では、歩行者等の飛び出し
が想定されないことから、下限車速の設定なしとするのが好ましい。また、一般道路では
、例えば住宅街の中の道路や狭い道路では、下限車速を相対的に低い車速として設定し、
そうでないときは相対的に大きい車速として設定することができる。本発明は、自動運転
を行う場合に限らず、例えば設定車速を上限車速とする追従式の定速走行制御を行う場合
等にも適用できる。フローチャートに示す各ステップあるいはステップ群は、コントロー
ラＵの有する機能を示すもので、この機能を示す名称に手段の文字を付して、コントロー
ラＵの有する構成要件として把握することができる。勿論、本発明の目的は、明記された
ものに限らず、実質的に好ましいあるいは利点として表現されたものを提供することをも
暗黙的に含むものである。
【産業上の利用可能性】
【００４２】
　本発明は、死角部分を通過する際の運転支援として好適なものを提供できる。
【符号の説明】
【００４３】
　Ｕ：コントローラ
Ｓ２：車速センサ
Ｓ３：車外カメラ（死角部分検出用）
Ｓ４：抵抗センサ（運転者の緊張度合い検出用）
Ｓ５：車内カメラ（運転者状態検出用）
Ｓ６：レーダ（前方障害物までの距離検出用）
Ｓ１１：スロットルアクチュエータ（車速制御用）
Ｓ１２：ブレーキアクチュエータ（減速または停止用）
Ｓ１３：パワーステアリング装置（舵角制御用）
Ｓ１４：警報器
１１：走行車線
２１：死角構築部
　Ｖ：自車両
　Ｈ：歩行者（移動体）
　Ｃ：仮想衝突点
　Ｄ：距離
　Ｌ：距離
Ｖobs：歩行速度
Ｖveh：車速
ａthres：所定のしきい値
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